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令和元年度第22回 教育委員会会議 会議録 

１ 日 時 令和２年３月９日（月）13:16～18:15 

２ 場 所 ハーバーセンター４階 教育委員会会議室 

３ 出席者 ＜教育委員＞ 

      長田教育長 山本委員 梶木委員 伊東委員 今井委員 正司委員 

      ＜事務局＞ 

      後藤教育次長 住谷教育次長 志水総務部長 梶本教職員人事担当部長 

      荒牧学校支援部長 藤原学校教育部長 山下総合教育センター所長 

      横山学校計画担当部長 

４ 欠席者 ０名 

５ 傍聴者 ４名 

６ 会議内容 

 

（長田教育長） 

 それでは、ただいまから教育委員会会議を始めます。 

 まず初めに、撮影の許可についてお諮りいたします。 

 本日の教育委員会会議の模様を産経新聞社さん、神戸新聞社さんから録音の申し出があ

りますので、許可いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 

（賛同） 

（長田教育長） 

 それでは、許可することといたします。 

 本日は、議案17件、協議事項５件、報告事項が３件です。 

 まず、非公開について、お諮りいたします。 

 このうち、教第101号議案、教第102号議案、教第110号議案、協議事項46については、

教育委員会会議規則第10条第１項第２号により、職員の人事に関すること。また、教第98

号議案、教第104号議案、教第108号議案、教第111号議案につきましては、第３号により

長の作成する議会の議案に関すること。教第95号議案、教第96号議案、教第97号議案、教

第99号議案、教第100号議案、教第105号議案、教第107号議案、協議事項21、協議事項23、

協議事項45、協議事項47につきましては、第６号により会議を公開することにより教育行

政の公正かつ適正な運営に著しい支障が生じるおそれのある事項であって、非公開とする

ことが適当であると認められるものにそれぞれ該当すると思われますので、非公開とした

いと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

（賛同） 

（長田教育長） 

 はい。それでは、今申し上げました議案、協議事項等につきましては、非公開といたし
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ます。 

 

 報告事項２ 教育長の臨時代理による「和解の件」について 

 

（長田教育長） 

 それでは、報告事項２、教育長の臨時代理による「和解の件」についてです。 

特に説明はよろしいですね。 

 

（事務局） 

 はい。 

  

（長田教育長） 

 この件について、御意見はございませんでしょうか。 

既に内容や状況、経過等については、連絡がいっていると思いますが、特段ございません

か。よろしいでしょうか。 

 それでは、次に参ります。 

 

 

 報告事項１ 教育長の臨時代理による神戸市事務分掌条例等の一部を改正す

る条例に関する意見決定について 

 

（長田教育長） 

 報告事項１、教育長の臨時代理による神戸市事務分掌条例等の一部を改正する条例に関

する意見決定についてです。 

 この件につきましても、既に内容等については、それぞれ教育委員の方にご連絡をして

いるようですが、特段ご意見はございませんか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、次に参ります。 

 

 

教第103号議案 「職員の服務の宣誓に関する規則」及び「神戸市教育委員会

職員の特殊勤務手当に関する規則」の一部を改正する規則について 

 

（長田教育長） 

 教第103号議案、「職員の服務の宣誓に関する規則」及び「神戸市教育委員会職員の特

殊勤務手当に関する規則」の一部を改正する規則についてです。 
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 ご質問、ご意見はございませんでしょうか。 

 会計年度任用職員制度導入に伴うこと等による規則、規定の改定ということになってお

りますが。 

 

（事務局） 

 はい。 

 

（長田教育長） 

 よろしいでしょうか。 

 特にご意見がなければ、教第103号議案は承認とさせていただいて、よろしいでしょう

か。 

（賛同） 

（長田教育長） 

 それでは、承認することといたします。 

 

 

教第109号議案 神戸市教育委員会職員証発行規程等の一部を改正する規程に

ついて 

 

（長田教育長） 

 続いて、教第109号議案、神戸市教育委員会職員証発行規程等の一部を改正する規程に

ついてです。 

 この件について、ご意見はございますでしょうか。 

 職員証発行規定、また旅費取扱規定、退職手当金支給規定等の改正となっています。 

 特に、ご意見はございませんか。 

 ないようでしたら、教第109号議案は承認とさせていただいてよろしいでしょうか。 

（賛同） 

 

（長田教育長） 

 それでは、承認とさせていただきます。 

 

 

教第106号議案 神戸市指定有形文化財の指定、神戸市歴史的建造物の選定に

ついて 

 

（長田教育長） 
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 続きまして、教第106号議案、神戸市指定有形文化財の指定、神戸市歴史的建造物の選

定についてです。 

 内容等につきましては、従前よりご説明をしている通りでございます。 

 何かご意見はございますか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、教第106号議案承認とさせていただいてよろしいでしょうか。 

 （賛同） 

（長田教育長） 

 それでは、承認することといたします。 

 

 

報告事項３ 新型コロナウイルス感染症対策の状況について 

 

（長田教育長） 

 続きまして、報告事項３、新型コロナウイルス感染症対策の状況についてです。 

 これは簡単に説明をお願いします。 

 

（事務局） 

 はい。こちらは既にお送りしておりますが、これまでの経過を整理しております。２月

２８日に記者発表ということで、別紙１、別紙２の通り、全市の方針、教育委員会の方針

を出しております。それから、３月３日から15日の間、市立学校園の臨時休業および、社

会教育施設の臨時休業を行っております。その後、３日に市内で初の感染事例を確認とい

うことがございました。４日には、北野異人館協会との協議の結果、風見鶏の館、ライン

の館は開館することに決めました。そして５日の定例市長会見でも新型コロナウィルスの

感染症への対応に触れられているところでございます。以下、記者発表資料と保護者宛て

の資料等をお付けしております。その他の資料につきましては、既にお手元にお送りして

いる通りでございます。以上でございます。 

 

（長田教育長） 

 この案件で、先ほど、市内第３例目の記者発表があったと思うのですけれども、その資

料はどうなっていますか。先ほど送っていますか。 

 

（梶木委員） 

 メールでは来ていない。 
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（長田教育長） 

そうしたら至急、今日の昼前に３例目が発生した時の記者発表資料だけ配ってもらい

たいと思います 

この新型コロナウィルス感染症対策の関係につきましては、先ほど説明がありました

ように、現在、学校園については３月15日まで臨時休業中となっておりますが、その先の

今後の対応ということにつきましては、後ほど、非公開の場で議論をさせてもらいたいと

思っています。 

この場では、今説明がありました内容、あるいは報告事項についてご質問があればお

願いをしたいと思います。いかがでしょうか。 

今日の配布資料にはありませんが、３月３日から６日までの学校園での受け入れ状況

については報告されていると思いますが、さほど集中して、学校で引き取って欲しいとい

うことにはなっておりませんので、学校でも混乱をきたしているというような状況にはな

っていないということです。 

いかがでしょうか。特にございませんか。 

 

（事務局） 

 資料が来ました。 

 

（長田教育長） 

では、お配りしてください。 

今配布しておりますのは、今日のお昼ぎりぎりに市の方で発表した内容ですが、兵庫区役

所に勤務する職員に、陽性が確認されたということで、３例目の発表が出ております。 

学校園におきましても、卒業式をどうするか、あるいは３月16日以降どういう対応す

るのか、こういったことがこれからの課題となってきておりますので、後ほどご意見をお

伺いしたいと思います。この際、教育委員の皆さんから取り上げるべき項目等について、

もし、御意見があれば、お願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 特にございませんか。後日でも結構ですので、ございましたら、事務局まで御連絡をお

願いしたいと思います。 

それでは、ここで公開案件につきましては、全て終了いたしました。 

恐れ入りますが、傍聴者の方々、報道関係者の方々は御退席をお願いいたします。 

 

 

 

閉会 午後６時15分 


